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環境社会報告書  2009マネジメント 

コーポレートガバナンス 

1. 取締役の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制

2. 使用人の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制

3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び
管理に関する体制

4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを
確保するための体制

6. 当社及び子会社からなる企業集団における
業務の適正を確保するための体制

7. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と
当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
その他の監査役への報告に関する体制

9. 監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制 
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永大産業では、リスク管理意識の向上に取り組んでおり、経

営危機発生の回避、リスクの未然の防止、経営危機発生時

の損失の最小化を期すため、「経営危機管理規程」を定め

て対応しています。 

この規程ではすべての従業員は常に経営危機につながる

事象の発生防止に努め、これらの発生に対し万全の注意を

払わねばならないとしています。万一、経営危機が発生した

際には、直ちに対策本部を設置して危機の解決もしくは回

避のために全力を尽くすよう定めています。 

：： 経営危機管理 

永大産業では、個人情報保護に関連する法令を遵守し、個

人情報を保護することが事業活動の基本であり、社会的責

務であると考えています。 

安全管理に関する「個人情報保護基本規程」を制定し、基

本方針に基づき、取得する個人情報（ウェブサイトから提供

された個人情報を含みます）について、個人情報を取扱う部門

ごとに管理責任者を置き、適切な管理、監督に努めています。 

また、個人情報の提供先との間において、秘密保持契約の

締結等の方法により、お客様の個人情報を保護するための

適切な管理を実施しています。 

さらに、お客様の個人情報への外部からの不正なアクセス

や漏洩等を防止するために、セキュリティの維持・強化にも

努めています。 

● ホームページの「プライバシーポリシー」に詳細を掲載しております。 

：： 個人情報保護 

永大産業では、環境マネジメントシステムに則り、緊急事態が

発生または発生する恐れのある場合や、官公庁・地域住民

等から緊急要請を受けた場合を想定し、事業所別に緊急事

態管理規程を定めています。 

各事業所では、この緊急事態管理規程に基づき、近隣に影

響を及ぼすと予測される事態や、周囲に公害発生をもたらす

施設に対して、あらかじめそのリスクを抽出し、特定しています。 

これらのリスクを認識したうえで、事態発生の回避につとめる

とともに、発生した場合の迅速な対応ができる体制をとって

います。 

：： 事業所におけるリスクマネジメント 

永大産業では、2006年4月施行の「公益通報者保護法」を

遵守するために「内部通報者保護規程」を定めています。

通報者・相談者は、会社の中で法令等に違反する行為が生

じている、または生じようとしている場合に、社内窓口・社外

窓口のどちらにでも通報・相談することができます。 

なお、通報者・相談者が通報により不利益な扱いを受けない

仕組みを構築しています。 

：： 内部通報者保護制度 

さまざまなリスクに対する危機管理体制の強化を図っています 
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経営危機管理体制 

環境委員会 

月1回及び環境委員長（事業所長）が必要と判断した時に開催 

危険物倉庫の定期点検 
2カ月に1回　予防点検を実施  
不具合箇所はすぐに是正する 

緊急事態対応手順の定期的テスト 
年１回及び必要に応じて実施  
訓練を行い記録をとる 
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コンプライアンス委員会 
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永大産業は、内部統制システムの整備に関する基本的な

考え方を「内部統制システム構築の基本方針」として、経営

管理体制やリスク管理体制など9項目を定めています。 

：： 内部統制システムの基本方針 
永大産業は、2009年6月26日現在で取締役8名、監査役4名

（うち社外監査役2名）の体制になっています。コーポレート

ガバナンス体制充実のために、経営監視機能の強化、経営

効率の向上等に取り組むことで、企業価値の向上を目指し

ています。 

取締役の任期は１年としており、経営環境の変化に迅速に

対応できる経営体制の構築を図るとともに、年度における取

締役の経営責任をより一層明確化させ、株主総会での信

任の機会を増やし、株主による経営監視体制を強化してい

ます。 

また、取締役会には2名の社外監査役が出席し、専門的

な視点や客観的な立場から必要に応じて意見を述べるな

ど、社外からの監視・監督が十分に機能する体制となってい

ます。さらに、監査役は取締役会の他にも重要な会議に出

席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っています。 

：： コーポレートガバナンス体制 

監査・監督機能を強化し経営活動の透明性に努めます 
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コーポレートガバナンス及び内部統制の体制図 

永大産業は、企業価値を高め、社会やさまざまなステークホルダーから信頼されるために、 

内部統制システムを含めたコーポレートガバナンス体制の充実が、経営の最重要課題であると考えています。 

内部統制システム構築の基本方針 


